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東
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都
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る
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一

規

則

東
京
都
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
七
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
四
十
五
号

東
京
都
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
（
平
成
八
年
東
京
都
規
則
第
百
六
十
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
三
項
中
「
次
に
掲
げ
る
部
分
」
の
下
に
「
（
第
二
号
、
第
四
号
又
は
第
六
号
の
経
路
が
二

以
上
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
い
ず
れ
か
一
の
経
路
に
係
る
部
分
）
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
一

以
上
の
」
を
削
り
、
「
経
路
」
の
下
に
「
（
当
該
利
用
居
室
が
観
覧
席
又
は
客
席
で
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
当
該
観
覧
席
又
は
客
席
の
出
入
口
と
車
椅
子
の
転
回
に
支
障
が
な
い
こ
と
そ
の
他
の
車
椅
子
使

用
者
が
円
滑
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
、
別
表
第
五

十
一
の
項
㈠
⑵
に
掲
げ
る
基
準

に
適
合
す
る
場
所
（
以
下
「
車
椅
子
使
用
者
用
部
分
」
と
い
う
。
）
と
の
間
の
経
路
（
以
下
「
車
椅
子

使
用
者
用
経
路
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
及
び
第
六
号
中
「
一
以
上
の
」

を
削
り
、
「
経
路
」
の
下
に
「
（
当
該
利
用
居
室
が
観
覧
席
又
は
客
席
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
車

椅
子
使
用
者
用
経
路
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

別
表
第
三

一
の
項
㈠
⑴
中
「
経
路
」
の
下
に
「
（
当
該
利
用
居
室
等
が
観
覧
席
又
は
客
席
で
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
車
椅
子
使
用
者
用
経
路
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
項
㈠
⑵
中
「
八
の
項
㈡
⑴
に

掲
げ
る
構
造
の
」
を
削
り
、
「
経
路
」
の
下
に
「
（
当
該
利
用
居
室
等
が
観
覧
席
又
は
客
席
で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
車
椅
子
使
用
者
用
経
路
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
項
㈠
⑶
中
「
経
路
」
の
下
に

「
（
当
該
利
用
居
室
等
が
観
覧
席
又
は
客
席
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
車
椅
子
使
用
者
用
経
路
を
含

む
。
）
」
を
加
え
、
同
表
八
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



令和7年7月31日（木曜日）東 京 都 公 報（増刊 77） ２



（増刊 77）東 京 都 公 報令和7年7月31日（木曜日）３



令和7年7月31日（木曜日）東 京 都 公 報（増刊 77） ４

別
表
第
三

十
一
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
三

十
三
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
表
第
四

一
の
項
㈡
中
「
八
の
項
㈡
⑴
に
掲
げ
る
構
造
の
」
を
削
り
、
同
表
八
の
項
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。
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令和7年7月31日（木曜日）東 京 都 公 報（増刊 77） ８

別
表
第
四

十
一
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
表
第
五

一
の
項
㈠
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、
同
項
㈠
⑴
中
「
経
路
（
」
の
下
に

「
当
該
利
用
居
室
が
観
覧
席
又
は
客
席
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
車
椅
子
使
用
者
用
経
路
を
含

み
、
」
を
加
え
、
同
項
㈠
⑵
中
「
車
い
す
使
用
者
用
便
房
」
を
「
車
椅
子
使
用
者
用
便
房
」
に
、
「
車

い
す
使
用
者
用
客
室
」
を
「
車
椅
子
使
用
者
用
客
室
」
に
改
め
、
「
経
路
」
の
下
に
「
（
当
該
利
用
居

室
が
観
覧
席
又
は
客
席
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
車
椅
子
使
用
者
用
経
路
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、

同
項
㈠
⑶
中
「
車
い
す
使
用
者
用
駐
車
施
設
」
を
「
車
椅
子
使
用
者
用
駐
車
施
設
」
に
改
め
、
「
経

路
」
の
下
に
「
（
当
該
利
用
居
室
が
観
覧
席
又
は
客
席
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
車
椅
子
使
用
者
用

経
路
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
表
八
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
表
第
五

十
一
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
表
第
五

十
三
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
表
第
六

一
の
項
㈡
中
「
車
い
す
使
用
者
用
便
房
」
を
「
車
椅
子
使
用
者
用
便
房
」
に
、
「
車
い

す
使
用
者
用
駐
車
施
設
」
を
「
車
椅
子
使
用
者
用
駐
車
施
設
」
に
改
め
、
同
表
八
の
項
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。
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別
表
第
六

十
一
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



令和7年7月31日（木曜日）東 京 都 公 報（増刊 77） １６

別
記
第
二
号
様
式
中
「福

祉
の
ま
ち
づ
く
り
整
備
基
準
２
０
２
３

」
を
「福

祉
の
ま
ち
づ
く
り
整
備

基
準
２
０
２
５

」
に
改
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
六
号
様
式

（第１片）
()表
中

「

」
を

「

」
に
、

「

」
を

「

」
に
、

「

」
を

「

」
に
、

「

」
を

「

」
に

改
め
、
同
様
式

（第１片）
()裏
中

「

」
を

「

」
に
、

「

」
を

「

」
に
、

「

」
を

「

」
に
、

「

」
を

「

」
に

改
め
、
同
様
式

（第２片）
中

「

」
を
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「

」
に
、

「

」
を

「

」
に
、

「

」
を

「

」
に
、

「

」
を

「

」
に

改
め
る
。附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

２

施
行
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
す
る
日
以
前
に
新
設
又
は
改
修
の
工
事
に
着
手
し
た
、
東

京
都
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
（
平
成
七
年
東
京
都
条
例
第
三
十
三
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い

う
。
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
都
市
施
設
に
該
当
す
る
も
の
に
係
る
条
例
第
十
五
条
第
一
項
に

規
定
す
る
整
備
基
準
適
合
証
（
以
下
「
適
合
証
」
と
い
う
。
）
の
交
付
に
つ
い
て
は
、
当
該
施
設
の

完
成
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
十
日
以
内
に
交
付
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改

正
後
の
東
京
都
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
新
規
則
の
規
定
に
よ
る
適
合
証
の
交
付
を
妨
げ
な

い
。

３

条
例
第
二
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
勧
告
に
お
い
て
勘
案
す
る
整
備
基
準
は
、
施
行
日
前
に
こ

の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い

う
。
）
第
九
条
の
届
出
が
あ
っ
た
条
例
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
都
市
施
設
に
つ
い
て
は
、

旧
規
則
に
定
め
る
整
備
基
準
と
す
る
。
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４

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
旧
規
則
別
記
第
二
号
様
式
、
第
五
号
様
式
及
び
第
六
号
様
式
に
よ
る
用

紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



令和7年7月31日（木曜日）東 京 都 公 報（増刊 77） ２２

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

七
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


